
別      表 

 

 

Ａ－ 1   林道開設事業（森林環境保全整備事業） 

Ａ－ 2   林道改良事業（森林環境保全整備事業） 

Ａ－ 3   林道舗装事業（森林環境保全整備事業） 

Ａ－ 4   県単林道事業 

Ａ－ 5   地域活性化林道事業 

Ａ－ 6  林道施設災害復旧事業 

Ａ－ 7   林道施設災害関連事業 

Ｂ－ 1  民有林造林事業 

             （森林環境保全整備事業、農山漁村地域整備交付金） 

Ｂ－ 2   民有林生産拡大促進事業 

Ｂ－ 3  ふるさとを育む森林づくり事業 

Ｂ－ 4  森林災害復旧造林事業 

       Ｂ－ 5  林業経営集積促進事業 

       Ｂ－ 6  次世代森林集約化促進事業 

       Ｂ－ 7  未来の森づくり支援事業 

       Ｂ－ 8  次世代林業機械導入支援事業 

Ｄ－ 1  特用林産振興対策事業 

Ｄ－ 2  きのこ王国支援事業 

Ｄ－ 3  農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

Ｄ－ 4  きのこ生産緊急経営再建支援事業 

Ｄ－ 5  きのこ生産資材価格高騰緊急対策事業 

Ｅ－ 1  森林（もり）の守り手育成事業（森林組合育成対策事業） 

Ｆ－ 1  県産材 PR 促進事業 

Ｆ－ 2  ふるさと新潟木づかい事業 

Ｆ－ 3  県産材で家づくり総合対策事業 

Ｆ－ 4  県産材輸出拡大プロジェクト推進事業 

Ｆ－ 5  異業種等連携による木材供給拡大事業 

Ｆ－ 6  つなぐプロジェクト活動支援事業 

Ｇ－ 1  林地崩壊防止事業 

Ｇ－ 2  災害関連山地災害危険地区対策事業 

Ｇ－ 3  小規模補助治山事業 

Ｇ－ 4  森林機能保全整備事業（補助） 

Ｇ－ 5  緑のばんそうこう事業（補助） 



Ｈ－ 1  県単森林病害虫等対策事業 

Ｈ－ 2  国庫補助森林病害虫等対策事業（森林病害虫等防除事業） 

Ｈ－ 3  国庫補助森林病害虫等対策事業 

     （森林環境保全整備事業、農山漁村地域整備交付金） 

Ｈ－ 4  樹種転換緊急促進対策事業 

Ｈ－ 5   拠点の森づくり事業 

Ｈ－ 6   花粉の少ないスギ苗木の生産拡大事業 

Ｈ－ 7  花粉の少ない森林への転換促進支援事業 

Ｉ－ 1  森林資源デジタル管理推進対策事業 

Ｉ－ 2  スマート林業強化支援事業 

 



別表

対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

A-1 林道開設事業 市町村又は    国が補助の対象とする森林管理道・ 　 当該経費の7/10以内 　 施行路線ごと １　 施行路線の変更 別記（林道事業）

（森林環境保全 森林組合 林業専用道開設事業に要する経費 　 ただし、平成11年度 の事業費の30％ ２　 施行路線の位置 の様式による。

整備事業） 以前から継続路線の を超える増減 　又は全幅員の変更

場合は ３　 施行路線ごとの

　 当該経費の8/10以内 　施行延長の30％を

　超える減少又はそ

　の事業費単価の

　30％を超える増加

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

A-2 林道改良事業 市町村又は １　 国が補助の対象とする幹線林道 　 当該経費の7/10以内 　対象となる経費 　対象となる経費欄 別記（林道事業）

（森林環境保全 森林組合 　の改良事業に要する経費 欄の１、２の事業 の１、２、４の事業によ の様式による。

整備事業） による場合 る場合

２　 国が補助の対象とするその他の 　 当該経費の1/2以内 １　 幹線林道と １　 施行箇所の変更

　林道改良事業に要する経費 　その他林道の ２　 施行位置、構造

　区分ごとの事 　又は全幅員の変更

３　国が補助の対象とする林道施設 　 当該経費の1/2 　業費のそれぞ ３　 施行箇所ごとの

　PCB廃棄物処理促進対策事業に 　れの間の増減 　施行延長の30％を

　要する経費 ２　 施行箇所ご 　超える減少

　との事業費の

４　国が補助の対象とする老朽化対策 　 当該経費の1/2 　30％を超える

　に要する経費 　増減

５　国が補助の対象とする機能回復 　対象となる経費 　対象となる経費欄

　に要する経費 欄の３、５の事業 の３の事業による場

　(1)林業生産基盤整備道又は林業専用道 　 当該経費の1/2 による場合 合

１　 総事業費の １　 総実施箇所数の

　(2)山村強靭化林道 　 当該経費の3/10 　30％を超える 　30％を超える増減

　増減

６　国が補助の対象とする農道等改良 　一体的に実施する事業の

　に要する経費 交付の基準に準じる 　対象となる経費

欄の４の事業に

７　国が補助の対象とする林道施設老朽化 よる場合

　緊急対策に要する経費 １　 施行箇所ご

　(1)林道施設老朽化対策 　４の交付の基準に準じる 　との事業費の

　30％を超える

　(2)林道改良対策 　１又は２の交付の基準に準じる 　増減

　(3)林道施設PCB廃棄物処理促進対策 　３の交付の基準に準じる



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

A-3 林道舗装事業 市町村又は １　 国が補助の対象とする幹線林道  　当該経費の4/6以内 １　 幹線林道と　 １　 施行路線の変更 別記（林道事業）

（森林環境保全 森林組合 　舗装事業に要する経費 　その他林道の ２　 施行路線ごとの の様式による。

整備事業） 　区分ごとの事 　施行延長の30％を
２　 国が補助の対象とするその他林 　 当該経費の8/15以内 　業費のそれぞ 　超える減少又は事
　道舗装事業に要する経費 　れの間の増減 　業費単価の30％を

２　 施行路線ご 　超える増加

　との事業費の

　30％を超える

　増減

A-4 県単林道事業 市町村又は 　林道整備事業に要する次の経費 　当該経費の45％以内   施行路線ごと １　 施行路線又は事 別記（林道事業）

森林組合 １　 林道開設事業 の事業費の30％ 　業主体の変更 の様式による。

２　 林道改良事業 　を超える増減 ２　 施行路線の位置

　又は全幅員の変更

３　 施行路線ごとの

　施行延長の30％を

　超える減少又はそ

　の事業費単価の30

　％を超える増加

A-5 地域活性化 市町村 　森林管理道開設・改良・舗装に要 　 当該経費の25％以内 　 施行路線ごと １　 施行路線又は事 別記（林道事業）

林道事業 する経費 　 ただし、平成11年度 の事業費の30％ 　業主体の変更 の様式による。

以前から継続路線の を超える増減 ２　 施行路線の位置

場合は 　又は全幅員の変更

 　当該経費の30％以内 ３　 施行路線ごとの

　施行延長の30％を

　超える減少又はそ

　の事業費単価の30

　％を超える増加



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

A-6 林道施設災害 市町村又は １　 農林水産業施設災害復旧事業 （基本率） １　 年災別事業 １　 工種の変更 別記（林道事業）

復旧事業 森林組合 　費国庫補助の暫定措置に関する 当該経費の 　費のそれぞれ ２　 施行箇所の変更 の様式による。

　法律（昭和25年法律第169号。以 (1)　奥地幹線林道 　の間の増減 ３　 復旧延長の変更

　下「暫定法」という。）第3条第1項 　　　　65％以内 ２　 施行箇所ご ４　 施行箇所ごとの

　第2号に規定する災害復旧事業に (2)　その他の林道 　との事業費の 　事業費の30％に相

　関する経費 　　　　50％以内 　30％を超える 　当する額を超える

　増減（入札結 　増減

２　 暫定法第3条第3項に規定する （暫定法高率） 　果による場合

　地域及び同法第3条の2に規定す 当該経費の 　を除く）

　る農林水産業施設災害復旧事業 (1)　奥地幹線林道90

　費国庫補助の暫定措置に関する 　％以内但し、当該部

　法律施行令（昭和25年政令第152 　分のうち暫定法施行

　号。以下「暫定法施行令」という。） 　令第5条第3項に定

　第5条の3第1項第2号の地域にお 　める額を超える部分

　いて施行する災害復旧事業費の 　については、100％

　うち暫定法施行令第5条第1項第 　以内

　2号に定める額を超える部分に要 (2)　その他の林道75

　する経費 　％以内但し、当該部

　分のうち暫定法施行

　令第5条第3項に定

　める額を超える部分

　については、85％

　以内

３　 激甚災害に対処するための特 （激甚法高率）

　別の財政援助等に関する法律（ 当該経費の

　昭和37年法律第150号。以下「激 (1)　激甚法施行令第

　甚法」という。）第5条の規定による 　16条第2号イの部分

　激甚災害に対処するための特別 　70％以内

　の財政援助等に関する法律施行 (2)　同上

　令（昭和37年政令第403号。以下 　ロの部分80％以内

　「激甚法施行令」という。）第14条 (3)　同上

　第1項第2号に定める地域におい 　ハの部分90％以内

　て施行する災害復旧事業に要す

　る経費



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

A-6 林道施設災害 市町村又は ４　 林道施設災害復旧事業に係る 当該経費の50％以内 別記（林道施設災害

復旧事業 森林組合 　概要書を作成するのに要した調査 復旧事業査定用設計

　・測量・試験又は設計に関する委 委託費等補助）

　託費又は請負費に要する経費 の様式による。

A-7 林道施設災害 市町村又は １　 林道施設災害関連事業に要す （基本率） １　 年災別事業 １　 工種の変更 別記（林道事業）

関連事業 森林組合 　る経費 当該経費の 　費のそれぞれ ２　 施行箇所の変更 の様式による。

(1)　奥地幹線林道55％ 　の間の増減 ３　 復旧延長の変更

　以内 ２　 施行箇所ご ４　 施行箇所ごとの

　（事業主体が森林組 　との事業費の 　事業費の30％に相

　合の場合は60％以 　30％を超える 　当する額を超える

　内） 　増減 　増減

(2)　その他の林道50％

　以内

２　 激甚法第5条の規定による激甚 （激甚法高率）

　法施行令第14条第1項第2号で定 当該経費の

　める地域において施行する災害関 (1)　激甚法施行令第

　連事業に要する経費 　16条第2号イの部分

　70％以内

(2)　同上

　ロの部分80％以内

(3)　同上

　ハの部分90％以内



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

　 森林造成の目的で行う次の各号 　森林空間総 　森林空間総合整備 １　 森林空間総合整備

の事業に要する経費 合整備事業の 事業の場合 事業の場合は、別記（森

場合 １　 施行地の変更 林空間総合整備事業）

１　 森林環境保全直接支援事業 　当該経費の4/10 　別記に定め ２　 施行地ごとに30％ の様式による。

　ただし、森林所有者等に る事業区分ご 　を超える事業量の増 ２　 上記以外の場合

　よる整備が進み難い森林 との経費の30 　減 は、別記（民有林造林事

　等における分収方式によ ％を超える増 業等）の様式による。

　る森林施業及びこれらに 減 ３　 交付申請書の提出

　必要な路網の整備につい 時期は附表による。

　ては事業費の5/10

２　 共生環境整備事業

（１）　 森林空間総合整備事業

　　ア　 森林整備等 　当該経費の7/10

　　イ　 用地等取得 　当該経費の4/10

（２）　 絆の森整備事業

　　ア　 森林整備等 　当該経費の7/10

　　イ　 用地等取得 　当該経費の4/10

３　特定機能回復事業

  (1)   森林緊急造成

  (2)   被害森林整備

　(3)　重要インフラ施設周辺森林整備

　(4)　林相転換特別対策（特定スギ人工林）

　(5)   保全松林緊急保護整備 　当該経費の7/10

４　機能回復整備事業

　　花粉発生源対策促進事業   当該経費の4/10

B-1

　(1)～(4)は当該経費の4/10
　ただし(1)、(3)のうち、市町村及
び森林整備法人等が行う公的森
林整備については事業費の5/10

市町村、森林所有者、
森林組合、生産森林
組合、森林組合連合
会、農林公社、森林所
有者が主たる構成員と
なって農林水産大臣
が定める規約を有する
団体、森林経営計画
策定者、特定非営利
活動法人等、特定間
伐等促進計画の実施
主体に位置づけられた
者、森林経営管理法
の規定により県が公表
した民間事業者

地域整備交付金）

備事業、農山漁村

（森林環境保全整

民有林造林事業



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

B-2 　 資源循環、健全な森林の造成を目的

として行う主伐後の再造林および下刈り 　当該経費の10％以内

に要する経費

B-3 ふるさとを育む 　健全な森林の造成に資する、国庫補助の

森林づくり事業 対象にならない以下の作業に要する経費 　当該経費の30％以内

１　 保育にかかる経費

２　 既設道補強にかかる経費

（ただし、市町村負担を伴うものに限る。）

促進事業 １　別記（民有林造林事業
等）の様式による。

２　 交付申請書の提出時期
は附表による。

１　別記（民有林造林事業
等）の様式による。

２　 交付申請書の提出時期
は附表による。

森林所有者、森林組
合、生産森林組合、森
林組合連合会、市町
村（財産区）、森林所
有者が主たる構成員と
なって農林水産大臣
が定める規約を有する
団体、森林経営計画
策定者、特定非営利
活動法人等、特定間
伐等促進計画の実施
主体に位置づけられた
者、森林経営管理法
の規定により県が公表
した民間事業者

森林所有者、森林組
合、生産森林組合、森
林組合連合会、森林
所有者が主たる構成
員となって農林水産大
臣が定める規約を有
する団体、森林経営計
画策定者、特定非営
利活動法人等、特定
間伐等促進計画の実
施主体に位置づけら
れた者、森林経営管理
法の規定により県が公
表した民間事業者

民有林生産拡大



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

B-4 森林災害復旧 市町村、森林 　 激甚法第11条の2の規定による激 　 当該経費の2/3以内 別記（森林災害復旧

造林事業 組合、生産森 甚法施行令第23条の2の第2項で定 造林事業）

林組合、森林 める地域において施行する災害復旧 の様式による。

組合連合会、 事業に要する経費

森林所有者が

主たる構成員

となって組織

する規約を備

えた協業体、

農林公社造林

事業を行う一

部事務組合及

び財産区

B-5 林業経営 長期に管理するために必要な機材等の導入に 当該経費の1/2以内 別記（林業経営

集積促進事業 係る経費 （ただし、170万円を上限。 集積促進事業）

の様式による。

森林組合、森林組合
連合会、及び民間事
業者

１事業者又は１共同実施主体に
つき１回限り）



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

B-6 次世代森林
集約化促進事業

森林の集約化 森林の集約化モデルの実証に向けた取組に 定額、ただし２の集約化条件整
モデル地域実証 要する次の経費 備事業に係る経費のうち、レー

１　集約化推進事業に係る経費 ザ計測情報整備に係る資機材
２　集約化条件整備事業に係る経費 費、路網設計支援ソフト等整備

に係る資機材費及びICT生産
管理ソフト等整備に係る資機材
費については1/2以内

集約化促進 　主伐・再造林地の集約化に要する次の経費

１　集約化活動に係る経費 １　定額（15万円/ha以内）
２　ICT等による森林調査に係る経費 ２、３　当該経費の1/2以内
３　山土場整備、アクセス道の補強・改良に係る
　　経費

B-7 未来の森づくり支援 ふるさと越後再造林 　ふるさと越後再造林基金が未来の森づくり 　定額 別記（未来の森づくり支援

事業 基金 支援事業実施要領に基づいて交付するのに 事業）の様式による。

要する経費

　1　低コスト再造林 　20万円/ha以内

　2　低コスト下刈り 　5万円/ha以内

　ふるさと越後再造林基金が行うCO2吸収量 　定額

算定に係る経費

B-8 　当該経費の3/4以内 　機種の変更次世代林業機械導
入支援事業

林業経営体、市町村、
県、森林所有者、木材
関連事業者（製材事業
者、合板事業者及び
工務店、建築・建設事
業者等。）等の地域関
係者で構成される協議
会

森林組合、森林組合
連合会、及び民間事
業者

別記（次世代森林集約化促
進事業（森林の集約化モデ
ル地域実証））の様式によ
る。

別記（次世代森林集約化促
進事業（集約化促進））の様
式による。

新潟県林業労働力確
保支援センター

　県内林業事業体を対象とした貸付に供する次
世代林業機械の整備に要する経費

　事業費の30％を
超える増減

別記（次世代林業機械導入
支援事業）の様式による。



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

D-1 特用林産振興 新潟県特用林産 　 次に揚げる特用林産振興対策事業 　 当該経費の1/2以内 　 事業費の30％ 別記（特用林産振

対策事業 振興協会 に要する経費 を超える増減 興対策事業）

１　製炭技術講習会 の様式による。

２　製炭流通消費動向調査

３　製炭産地形成・需要開拓推進

４　木炭指導員設置

５　きのこ生産流通消費動向調査

６　新規参入原木しいたけ栽培セミナー

７　きのこ消費宣伝・共進会

８　きのこ栽培技術講習会

９　その他、特用林産振興に必要な

　事業

D-2 きのこ王国支援

事業

・高品質・安全・ 市町村 　 農業協同組合、森林組合等がきのこ王国 　 当該経費の1/2以内 　 同一事業主体 １　 事業主体の変更、 別記（きのこ王国支援事業）

安心促進整備 支援事業実施計画に基づき行う事業に要す に係る事業区分 　リースにおける借受 の様式による。

事業 る経費に対して、市町村が補助するのに要 又は当該事業区 　者の変更

する経費 分が2以上の設 ２　 事業区分及び事業

・低コスト化促進 計となる場合は 　種目の新設又は廃止

整備事業 設計単位ごとに ３　機械及び施設の新

次に揚げる変更 　設又は廃止

４　 施行箇所又は設置

・きのこ設備等 農林業者の組織する 　農林業者の組織する団体等がきのこ王国 １　 事業費又は 　場所の変更

省エネルギー 団体、森林組合、 支援事業計画書に基づき行う事業に要する 　補助金の30％ ５　 事業種目又は設計

対策支援事業 農業協同組合、第３ 経費 　を超える増減 　単位ごとの事業量の

セクター、民間リー ２　 工事雑費以 　30％を超える変更

ス会社 　外の経費から

　工事雑費への

　流用

・きのこ生産 市町村 　市町村がきのこ王国支援事業（きのこ生産 　当該経費の1/2以内 　事業費の30％ 　事業量の30％を超え

豪雨被害緊急 緊急経営再建支援事業）事業計画書に基づ  （ただし、事業費の1/4を を超える増減 る変更

支援事業 いて行う事業に要する経費 上限）

きのこ生産者 　当該経費の1/2以内 　事業費の30％ 　事業量の30％を超え

を超える増減 る変更

・きのこ生産施設
等地震被害緊急
支援事業

　きのこ生産者がきのこ王国支援事業（きのこ生
産施設等地震被害緊急支援事業）事業計画に
基づいて行う事業に要する経費

きのこ生産豪雨被害緊急支
援事業及びきのこ生産施設
等地震被害緊急支援事業で
は、遂行状況報告書の提出
を省略する。



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

D-3 農林水産業共 市町村、森林 １　 農林水産業施設災害復旧事業費 （基本率） １　 施行箇所ご １　 年災別事業費相互 別記（農林水産業共

同利用施設災 組合連合会、 　国庫補助事業の暫定措置に関する 　 当該経費の2/10以内 　との工事費が 　間経費の配分の変更 同利用施設災害復

害復旧事業 森林組合、生 　法律（昭和25年法律第169号。以下 　30％に相当す ２　 事業の施行箇所の 旧事業）

産森林組合、 　「暫定法」という。）第3条第2項だ5号 　る額を超える 　変更又は事業主体の の様式による。

農業協同組合 　に規定する災害復旧事業に要する 　増減 　変更

、農業組合連 　経費とする。 ２　 施行箇所ご

合会、農事組 　とに雑費への

合法人、公益 ２　 激甚災害に対処するための特別 （激甚法高率） 　流用による工

法人 　の財政援助等に関する法律（昭和   当該経費の 　事費の増減

　37年法律第150号。以下「激甚法」 １　 （１）激甚災害に

　という。）第5条の規定による、激甚 　体処するための特別

　災害に対処するための特別の財政 　の財政援助等に関す

　援助等に関する法律施行令（昭和 　る法律（抄）１政令で

　37年政令第403号。以下「激甚法 　定める地域について

　施行令」という。）第19条に定める地 　は採択基準額40万円

　域において施行する災害復旧事業 　までは4/10以内、40

　に要する経費とする。 　万円を超える部分は

　9/10以内

３　  対象施設

　　 農林水産業共同利用施設災害復 ２　 その他の地域に

　旧事業事務取扱要綱（制定　昭和59 　ついては採択基準

　年9月14日　59総第509号）による。 　額40万円までは3/

　10以内、40万円を超

　える部分は5/10以内

D-4 市町村 　市町村がきのこ生産緊急経営再建支 　当該経費の1/2以内（た 　事業費の30％ 別記（きのこ生産緊急

援事業実施計画に基づいて行う事業に だし事業費の1/4を上限） を超える増減 経営再建支援事業）

要する次の経費の内、別に定めるきのこ の様式による。

生産緊急経営再建支援事業実施要領に

よる経費

　・種菌購入経費

　・菌床材料購入経費

　・発生ビン購入経費

　事業量の30％を超える
変更

きのこ生産緊急経

営再建支援事業



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

D-5 市町村、森林組合、 　きのこ生産資材の導入に要する経費 　事業費の増又は 　事業実施主体が取りま 別記（きのこ生産資材価格

森林組合連合会、 30％以上の減 とめ者である場合の、取 高騰緊急対策事業)の様式

生産森林組合、 りまとめる取組実施者の による。本事業では、遂行

農業協同組合、 変更 状況報告書の提出を省略

農業協同組合連合 する。

会、農事組合法人、

民間事業者（中小

企業基本法第２条

第１項第１号に該当

する者に限る）

E-1 森林（もり）の守 新潟県森林組 　新潟県森林組合連合会が行う森 　 当該経費の1/2以内 　事業費の30％ 　事業の実施組合の 別記（森林（もり）の

り手育成事業 合連合会 林組合体制支援事業に要する次 を超える増減 変更 守り手育成事業）

(森林組合育成 の経費 の様式による。

対策事業） 　(1)　 合併組合の経営基盤強化の

　　　ための指導等

　(2)　 森林組合の活性化指導

対策事業

きのこ生産資材

価格高騰緊急



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

F-1 県産材ＰＲ 地域協議会に所属 　県産材の利用拡大に関する次の取組に 　補助対象経費の合計の1/2 　 事業費の30％ 別記（県産材ＰＲ

促進事業 している市町村及 要する経費 以内（ただし、(1)は40万円、 を超える増減 促進事業）の様式

び木材関連業者、 　(1)県産材販路拡大に関する取組 (2)は20万円、(3)は17万5千円、 による。

又は木材関連業者 　(2)県産材普及啓発に関する取組 (4)は20万円を補助金の上限

の組織する団体 　(3)製材技術向上に関する取組 とし、申請する取組区分の

　(4)木材利用技術向上に関する取組 上限金額の合計を超えない

ものとする。）

F-2 ふるさと新潟 学校法人、社会 　ふるさと新潟木づかい事業に要する次の 　 事業費の30％ 　 施工箇所の変更 別記（ふるさと新潟

木づかい事業 福祉法人、NPO 経費 1 を超える増減又 木づかい事業）

法人、民間事業 　補助対象経費の合計の1/2 は補助金額の増 の様式による。

者、市町村 　1(1)木造施設整備事業 　以内（700万円を補助金

　　　　(PR効果の高い施設） 　の上限とする。）

　　(2)内装等木質化整備事業

　　　　(PR効果の高い施設）

　　(3)外構等整備事業(PR効果の高い施設） 2

　補助対象経費の合計の1/4

　県産材の使用に係る木工事費および 　以内((1)は100万円、

　県産材の普及啓発用品に係る費用 　(2)は50万円を補助金

　の上限とする。）

   2(1)内装等木質化整備事業 　県産材の使用に係る木工事

　　  　(子育て・教育施設) 費について、国補助事業等

　　(2)木製品等導入事業(子育て・教育施設) を併用する場合、補助対象

経費の5／100以内

　県産材の使用に係る木工事費および （上限額は上記と同額）

　県産材の普及啓発用品に係る費用



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

F-3 県産材で家づくり １ 県産材を利用した １　新潟県産材の家づくり支援事業 別記（県産材で家づくり総

総合対策事業 住宅建築に取り組 （通常支援メニュー） 合対策事業)の様式による。

む工務店等 　　県産材住宅の建築に要する経費 本事業では、遂行状況報

告書の提出を省略する。
 
①１棟当りの補助額 
 表１に示す条件を満たし、かつ、表２に示す使用量に応じた額を補助する。 
②加算 
 県産瓦加算 15万円 19万円 26万円／棟 
 県産畳加算 2.4万円～12万円／棟 
 しっくい塗り加算 ５万円 11万円 14万円 19万円／棟 
 珪藻土塗り加算  ４万円 ８万円  10万円 13万円／棟 
 ※しっくい塗りと珪藻土塗りを併用する場合、上限 19万円まで 
 ※表３に示す基準を満たした場合加算する。 
 
表１ 使用する木材の条件 

項目 工事種別 

県産材使用量 
新築：３m3以上 
リフォーム：１m3以上 

 
表２ 補助基準 

 補助額 

県産材 
使用量 

１m3以上３m3未満 
※リフォームに限る 

4,800円/m3 

３m3以上５m3未満 ２.４万円 
５m3以上 10m3未満 ４万円 
10m3以上 15m3未満 ８万円 
15m3以上 20m3未満 13万円 

20m3以上 19万円 
 
表３ 規模別加算 
  加算の種類       補助基準 

県産瓦 

100m2未満 15万円 
100m2以上 
166m2未満 

19万円 

166m2以上 26万円 

県産畳 

6,000円／畳 
ただし、最小畳数は 4.5畳で 2.4万円。上限 12万円。畳数
は小数点以下切り捨て。4.5 畳以上５畳未満は 4.5 畳とす
る。 

しっくい・ 
珪藻土塗り 

 しっくい 珪藻土 
20m2以上 
40m2未満 

５万円 ４万円 

40m2以上 
60m2未満 

11万円 ８万円 

60m2以上 
80m2未満 

14万円 10万円 

80m2以上 19万円 13万円 



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

F-3 県産材で家づくり ２ 令和６年能登半島 ２　新潟県産材の家づくり支援事業 別記（県産材で家づくり総

総合対策事業 地震で被災し、市町村 （復興支援メニュー） 合対策事業)の様式による。

から「罹災証明書」 　　県産材住宅の建築に要する経費 本事業では、遂行状況報

又は「被災届出証明 告書の提出を省略する。

書等」が発行された

住宅等について、

県産材を使用して

再建する工務店等



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

F-4 　県内の輸出港へ丸太を供給する体制の整備 1
に係る経費 　定額（箇所当たり10万円以内） 別記（県産材輸出拡大
１　共同計画の策定 2 プロジェクト推進事業）

　当該経費の1/2以内 の様式による。
２　中間土場の設置 （助成額の上限は、箇所当たり

150万円とする。）

F-5 　異業種等連携による木材供給拡大事業に 　【１年目】
要する次の経費 　　　当該経費の1/2以内 別記（異業種等連携による

木材供給拡大事業）の様式
１　参入初期支援 　【２年目】 による。
　　(1)森林作業道開設のための調査・設計 　　　当該経費の1/3以内
　　(2)機械レンタル経費
　　(3)県内林業事業体と新規参入者との 　【３年目】
　　　連携に要する経費 　　　当該経費の1/4以内

２　県外林業事業体参入定着支援
　　    施業期間中の滞在費、現場休憩所等
　　　レンタル経費

３　連携支援 ３については、1県外事業体
　　　新たに県外事業体と連携を図るため に関し１回（1年目1/2以内）のみ

　　の旅費 支援

F-6 　森林資源活用プランに基づいて行う、県産材 定額 　 事業費の30％ 別記（つなぐプロジェクト活
の販路拡大の取組に要する経費 【上限】 を超える増減 動支援事業）の様式

  補助１年目：40万円/地区 による。
  補助２年目：20万円/地区
（但し、プラン策定から２年目以
降の地区は上記の半額とする）

つなぐプロジェクト活
動支援事業

つなぐプロジェクトの構
成メンバーである事業
者、団体

県産材輸出拡大 林業事業体、輸出事
業者、木材流通業者
等
（ただし、林業事業体
は２者以上参加するも
のとし、参加事業体は
木材生産・供給等の共
同化に関する協定等
を締結すること）

プロジェクト推進事

民間事業者、森林組
合等

異業種等連携に
よる木材供給拡大
事業



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

G-1 林地崩壊防止 市町村 　 国が補助の対象とする林地崩壊 　 当該経費の85％以内 １　 施行箇所別 　 施行箇所の変更 別記（森林保全関係補助
事業 防止事業に要する経費の内、別に 　の本工事費等 事業）の様式による。

定める新潟県森林保全関係補助 　の30％（30％
事業実施要領による経費 　に相当する額

　が150万円以
　下であるとき
　は150万円）を
　超える増額

２　 市町村ごと
　の機械器具費
　及び営繕費の
　それぞれ30％
　を超える増、
　並びに工事費
　の10％を超え
　る増

３　 工事費の事
　務雑費への流
　用

G-2 災害関連山地 市町村 　 国が補助の対象とする、災害関 　 災害関連山地災害 １　 施行箇所ごと 　 施行箇所の変更 別記（森林保全関係補助
災害危険地区 連山地災害危険地区対策事業に 危険地区対策事業実 　の本工事費等 事業）の様式による。
対策事業 要する経費の内、別に定める新潟 施要領（S63.4.7林野 　の30％（30％

県森林保全関係事業実施要領に 治950号）により定める 　に相当する額
よる経費 事業要件の当該経費 　が150万円以

の 　下である時
　 90％以内 　は150万円）を
　 85％以内 　超える増額
　 75％以内
　 の3区分 ２　 市町村ごと

　の機械器具費
　及び営繕費の
　それぞれ30％
　を超える増、
　並びに工事費
　の10％を超え
　る増額

３　 工事費の事
　務雑費への流
　用



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

G-3 小規模補助治 市町村 　 知事が必要と認める、別に定める 　 当該経費の6/10以内 　　 施行箇所別 　 施行箇所の変更 別記（森林保全関係補助
山事業 新潟県森林保全関係補助事業実施 　の本工事費等 事業）の様式による。

要領による経費 　の30％を超え
　る増額

G-4 森林機能保全 市町村 　 知事が必要と認める、別に定める 　 新潟県森林保全関 　　 施行箇所別 　 施行箇所の変更 別記（森林保全関係補助
整備事業（補助） 新潟県森林保全関係補助事業実施 係補助事業実施要領 　の本工事費等 事業）の様式による。

要領による経費 により定める事業対策 　の30％を超え
別要件により定める当 　る増額
該経費の
　 6/10以内
　 1/2以内
　 の2区分

G-5 緑のばんそう 市町村 　 知事が必要と認める、別に定める 　 当該経費の1/2以内 　　 施行箇所別 　 施行箇所の変更 別記（森林保全関係補助
こう事業（補助） 新潟県森林保全関係補助事業実施 　の本工事費等 事業）の様式による。

要領による経費 　の30％を超え
　る増額



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

H-1 県単森林病害虫 市町村、森林 　 知事が必要と認める、別に定める 　 当該経費の50％以内 　 事業費の30％ １　 事業量の30％を超
等対策事業 組合及び松林 新潟県森林保全関係補助事業実施 を超える増減 　える減少

の所有者又は 要領による経費
管理者、知事 ２　　施行箇所の変更
が適当と認め
たもの

H-2 国庫補助森林 市町村、森林 　国が補助の対象とする森林病害虫 　 当該経費の75％ 　 事業費の30％ １　 事業量の30％を超
病害虫等対策事業 組合及び松林 等防除事業に要する経費の内、別に を超える増減 　える減少
（森林病害虫等防除 の所有者又は 定める新潟県森林保全関係補助事
　事業） 管理者、知事 業実施要領による経費 ２　　施行箇所の変更

が適当と認め
たもの

H-3 国庫補助森林 　 森林造成の目的で行う次の事業に 　 当該経費の7/10 1　別記（民有林造林事
病害虫等対策事業 要する経費 業等）の様式による。

２　 交付申請書の提出
備事業、農山漁村 特定機能回復事業 時期は附表による。
地域整備交付金） 　保全松林緊急保護整備

（森林環境保全整

市町村、森林所有者、
森林組合、生産森林
組合、森林組合連合
会、農林公社、森林所
有者が主たる構成員と
なって農林水産大臣
が定める規約を有する
団体、森林経営計画
策定者、森林経営管
理法の規定により県が
公表した民間事業者

別記（国庫補助森林病害虫
等対策事業・森林保全関係
補助事業）の様式による。

別記（県単森林病害虫等対
策事業・森林保全関係補助
事業）の様式による。



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

事業名
交付申請書、実績報告書、
遂行状況報告書に添付する

添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

H-4 樹種転換緊急 　松くい虫被害対策として行う樹種転 　 当該経費の3/10以内 1　別記（民有林造林事
促進対策事業 換に伴う植栽およびその後の下刈り 業等）の様式による。

に要する経費 ２　 交付申請書の提出
時期は附表による。

H-5 拠点の森づくり事業 公益社団法人にい 　知事が必要と認める、別に定める 　 定額 　 事業費の30％ 事業実施箇所の変更 別記（拠点の森づくり事業）
がた緑の百年物語 新潟県森林保全関係補助事業実施  　250,000円以内/開催地 を超える増減 の様式による。
緑化推進委員会 要領による経費

H-6 花粉の少ないスギ苗 花粉の少ないスギ 　知事が必要と認める、別に定める 　 定額
木の生産拡大事業 苗木の生産に取り 新潟県森林保全関係補助事業実施  　75,000円以内/民間事業者

組む民間事業者等 要領による経費

H-7 花粉の少ない森林 知事が適当と認める 　事業参加者が事業の実施に要する以下 　交付対象経費 　交付対象経費（1） 別記（花粉の少ない森林
への転換促進支援 民間事業者（以下 の経費 （1）及び（2）の 及び（２）に係る事業 への転換促進支援事業）
事業 「事業参加者」とい （１）花粉の少ない森林への転換促進の支 　当該経費 30％を超える の新設及び廃止 の様式による。

う。） 援に係る事務関係経費 増減

（２）花粉の少ない森林への転換活動に対 　定額
する支援に係る経費
１　植替活動金
２　植替促進費

市町村、森林所有者、
森林組合、生産森林
組合、森林組合連合
会、農林公社、森林所
有者が主たる構成員と
なって農林水産大臣
が定める規約を有する
団体、森林経営計画
策定者、森林経営管
理法の規定により県が
公表した民間事業者

別記（花粉の少ないスギ苗
木の生産拡大事業）の様式
による。



対象となる経費 交付の基準 経費の配分の変更 事業内容の変更

番号
補助事業交付の
対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準
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添付書類

知事の承認を必要とする重要な変更

Ｉ-1 森林資源デジタル
管理推進対策事業 .

・レーザ計測情 知事が事業実施主 　国が補助の対象とする森林資源デジタル 　定額 　 事業費の30％ 　事業実施主体の変更 別記（森林資源デジタル管
報整備事業 体として認める市町 管理推進対策事業に要する経費の内、別に 　当該経費の1/2以内 を超える増減 理推進対策事業）の様式

村、林業経営体等 定める新潟県森林保全関係補助事業 による。
実施要領による経費

I-2 スマート林業強化支援事業

　効率的な路網線形の設計を支援するソフトウェ
アの導入に要する経費

　 事業費の30％を
超える増減

　事業実施主体の変更 別記（スマート林業強化支援
事業）の様式による。

　ICT生産管理ソフト等の導入等に要する経費 　当該経費の1/2以内

路網線形設計支
援ソフト整備

市町村、林業経営体等 　定額（助成額の上限は、１式当
たり70万円とする。）

ICT生産管理ソフ
ト等整備

市町村、国立大学法
人、効率的かつ安定的
な林業経営や林業経
営の継続性の確保を
目指す林業経営体とし
て林野庁長官が別に
定める考え方に則って
知事が選定した林業
経営体、森林組合等
（森林組合、生産森林
組合及び森林組合連
合会をいう。）、林業労
働力の確保の促進に
関する法律（平成８年
法律第45 号）第11 条
第１項に規定する林業
労働力確保支援セン
ター、その他知事が事
業実施主体として適当
と認める団体等


